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令和８年１月９日 

タイトル 
自治会が協力 「広報はだの」配布の新たな手法 

集合住宅で戸別配布を開始 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 

配布開始 ２月１日号～ 

※配布に向けて、１月１４日（水曜日）午後２時から、おお

ねふれあい館（所在地：秦野市下大槻220－5）にて市と下大

槻団地自治会で事務打ち合わせを行いますので取材いただけ

ます 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 

 下大槻団地 （戸数 約 1400 戸） 

（所在地：秦野市下大槻 410） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 
 下大槻団地自治会 半田 芳幸 会長 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

 より多くの市民に広報紙を届けるため、集合住宅の自治会に

広報紙配布を委託します。自治会が、自治会内の全世帯に配布

希望の有無を確認する通知をポスティングし、希望する人は各

建物の１階にある集合ポストに目印となるシールを貼っていた

だきます。その目印をもとに自治会が配布します。 

※「広報はだの」は、毎月１日号・15日号（１月は１日号の

み）の年間23回、１回５万1000部発行しています。 

Ｈｏｗ 

（どのように） 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

【経緯】 

秦野市では、「広報はだの」を新聞折り込みにより配布してい

ますが、近年、新聞購読率の減少が進んでいることから、希望

者への戸別配布や公共施設への配架に加え、スマートフォンや

パソコンで閲覧できるデジタル版を発行しています。 

こうした中、外出が困難な方やデジタルツールの利用が困難

な方にも円滑に広報紙をお届けするため、新たな配布方法につ

いて検討していたところ、下大槻団地内での配布について、当

該自治会から受託の提案があり、これを踏まえた対応を行うこ

ととしました。 

【期待される効果】 

 新聞購読率に依存しない配布体制を構築することで、情報提

供の公平性を確保することが期待されます。 

また、自治会では加入者の減少も課題となっており、配布委

託料の収入により自治会運営の安定に貢献するものと考えてい

ます。 
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過去の実績 自治会への配布委託は初めて 

取

材

対

応 

撮 影 
写 真 動 画 

可 ・ 否 可 ・ 否 

インタビュー 

対応者 

よみがな  はしもと  かつお  肩書 学年 クラス等 

氏名 橋本 勝夫 氏 下大槻団地自治会 副会長 

制限内容や 

注意事項 
取材していただける場合は、広報広聴課までご連絡ください。 

問い合わせ 

（当日の担当者） 

広報広聴課 広報戦略担当：佐藤 

電話：０４６３（８２）５１１７ 

 


